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香芝市民図書館用装備済図書の調達契約書 

 

１ 業 務 名  香芝市民図書館用装備済図書の調達 

 

２ 納 入 物 品  香芝市民図書館（以下「図書館」という。）が選定した図書に図

書館が指定する装備を施した図書 

 

３ 契 約 期 間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 納 入 場 所  香芝市民図書館（香芝市藤山一丁目１７番１７号 香芝市ふたか

み文化センター３階） 

香芝市子ども図書館（香芝市旭ケ丘三丁目１番地の３ 香芝市立

旭ケ丘小学校内） 

 

５ 契約納入率  ＊＊＊．＊％（消費税及び地方消費税相当分は含まない。） 

 

６ 契約保証金   

 

 上記の業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基

づいて、次の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行

するものとする。 

 

 本契約締結の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者双方が記名押印の上、

それぞれ各自１通を保有する。 

 

令和８年 月 日 

 

発注者 奈良県香芝市本町１３９７番地 
 
                 香芝市 
 

                  市 長   三 橋 和 史  

 

     受注者  

（案） 
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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき、別紙仕様書（仕様書、図面、見本

又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、本

契約（本契約書及び仕様書を内容とする調達契約をいう。以下同じ。）を履行しな

ければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の納入物品（以下「物品」という。）について、発注日の

翌日から起算して９０日以内（以下「納入期限」という。）に発注者が指定する場

所に納入しなければならない。ただし、絶版、重版未定、版元不明その他やむを得

ない事由等により、納入期限までに納入できないとき及び納入の遅延が見込まれる

ときは、遅滞なく、発注者にその旨を通知し、発注者の指示に従うものとする。 

３ 発注者は、納入期限を過ぎても納入されない物品については、その発注を取り消

すことができる。 

４ 受注者は、本契約の履行時期について仕様書等に具体的に明示されていないとき

は、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 

（権利の譲渡等） 

第２条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承さ

せてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（守秘義務） 

第３条 受注者は、本契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、本契約の終了後

も同様とする。 

（個人情報の保護） 

第４条 受注者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、香芝市個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和４年条例第２３号）その他法令に定めるもののほか、

別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 （契約内容の変更等） 

第５条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約内容の変更又は納入

の中止をさせることができる。 

２ 本契約の締結後、市場価格等の著しい変動があった場合は、その実情に応じて発

注者及び受注者双方で協議の上、契約納入率を変更することができる。 

 （契約の保証） 

第６条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付す

ものとする。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち

にその保険証券を発注者に寄託するものとする。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者

が確実と認める金融機関の保証 

⑷ 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の
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締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保

証の額」という。）は、発注予定金額の１０分の１以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約

保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証を付

したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 発注予定金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の発注予定金額の１０分

の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、

保証の額の減額を請求することができる。 

５ 第１項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、

同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 

（検査） 

第７条 発注者は、受注者より物品の納入を受けたときは、速やかに検査を行なうも

のとし、当該検査に合格した後、受注者から物品の引渡しを受けるものとする。 

２ 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に、受注者

の負担において、乱丁又は落丁その他不良なものを正常なものと交換しなければな

らない。この場合の交換後の納入においては、前項の規定を準用する。 

 （支払） 

第８条 受注者は、前条の検査に合格したときは、第２項の規定に基づく代金を書面

にて発注者に請求するものとする。 

２ 物品の購入金額は、本体価格（消費税及び地方消費税相当額を含まない金額）の

合計に契約納入率を乗じた額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）に、消費税及び地方消費税率を乗じて得た額（１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を加えた金額とする。 

３ 発注者は第１項の請求を受けたとき、３０日以内に代金を支払うものとする。 

 （債務不履行損害金） 

第９条 受注者の責めに帰する事由により、履行期間内に業務を完了することができ

ない場合においては、発注者は、受注者に対して、遅延日数に応じ、政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」

という。）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の

損害金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者の責めに帰する事由により、第８条の規定による代金の支払が遅延した場

合には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第

８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の

支払を請求することができる。 

 （危険負担） 

第１０条 第７条第１項の引渡し（同条第２項で準用する場合を含む。）の前に生じ

た物品の損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き、受注者の負担とする。 

 （契約不適合責任） 
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第１１条 発注者は、納入を受けた物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合し

ないものであるときは、当該物品の引渡し後１年間は、受注者に対し、物品の修補、

代替物の引渡しによる履行の追完若しくはこれらに代え又はこれらとともに損害

の賠償を請求することができる。 

 （発注者の解除権） 

第１２条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。 

⑴ 正当な理由がなく、契約を履行しないとき。 

⑵ 契約の履行に当たり、発注者の指示に従わないとき。 

⑶ 前２号に掲げる場合の他、この契約に違反したとき又は契約の目的を達するこ

とができないと認められるとき。 

⑷ 発注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤である者を含む。）、支配人及び支店又

は営業所（常時建設工事、物品、役務等の関係業務の契約に関する業務を行う

事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法

人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店

又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められると

き。 

イ 暴力団（暴対法第２条２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められるとき 

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与してい

ると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

カ 本契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以

下「下請契約等」という。）に当たり、その相手方がアからオまでのいずれか

に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 本契約に係る下請契約等に当たりアからオのいずれかに該当する者をその

相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において、発注者が受注

者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

ク 本契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかか

わらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

２ 前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、発注予定金額に
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消費税及び地方消費税率を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）を加えた金額から履行済の金額を控除した額の１

０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

３ 前項の場合において、発注者は、納付されている契約保証金をもって違約金に充

当することができる。 

（談合等不正行為による解除） 

第１４条 発注者は、受注者が本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちに本契約を解除することができる。 

⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第６１条第１項

の排除措置命令をしたとき。 

⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第６４条第１項の競争回復措置命

令をしたとき。 

⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第６２条第１項の納付命令をした

とき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が、刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の罪を犯し、刑に処せられ

たとき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 

 （受注者の解除権） 

第１５条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不

可能となったときは、この契約を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。 

（その他） 

第１６条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じたときは、必要に応じて

発注者及び受注者双方で協議して定めるものとする。 

 （管轄裁判所） 

第１７条 この契約に関連して生じた紛争については、発注者の所在地を管轄する地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
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別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２条 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはな

らない。本契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

 （取得の制限） 

第３条 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該

事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけ

ればならない。 

 （目的外利用又は提供の禁止） 

第４条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り

得た個人情報を本契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者

に提供してはならない。 

 （個人情報の適切な管理） 

第５条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び

毀損（以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の適切な管理のために

必要な措置を講じなければならない。 

（責任体制の整備） 

第６条 受注者は、個人情報の安全管理について内部における責任体制を構築し、そ

の体制を維持しなければならない。 

（作業責任者等の届出） 

第７条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に

報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しな

ければならない。 

３ 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督

しなければならない。 

 （従事者の監督及び教育） 

第８条 受注者は、本契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管

理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法

令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 

２ 受注者は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後におい

ても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用
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される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなけ

ればならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第９条 受注者は、本契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人

情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託における条件） 

第１０条 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、本契約による業務の一部を第

三者（受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定す

る子会社をいう。）である場合も含む。）に再委託をすることができる。なお、再委

託先が再々委託を行う場合も同様とする。 

２ 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも次に定める条件を付する

ものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付けるものとす

る。 

⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、

再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安

全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を

明確にしなければならない。 

⑵ 前号の場合において、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守

させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状

況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を

報告しなければならない。 

⑷ 前号の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履

行状況を管理及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなけれ

ばならない。 

 （資料等の返還等） 

第１１条 受注者は、本契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、

又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契

約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者

が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 

２ 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要

がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 （取扱状況等についての指示等） 

第１２条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱

状況及び本契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しく

は報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。この場合

において、受注者は、拒んではならない。 

 （事故発生時における報告） 
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第１３条 受注者は、個人情報の漏えい等その他の本契約に違反する事態が生じ、又

は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調

査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 

 （損害賠償等） 

第１４条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、本契約による業務の処理に関

し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、

また同様とする。 

２ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるとき

は、本契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 


